
紹介と批評

稲
岡
　
彰
著

『
怨
霊
史
跡
考
』

　
　
一
、
は
じ
め
に

　
著
者
・
稲
岡
彰
氏
（
前
常
葉
学
園
富
士
短
期
大
学
）
は
法
史
学
・

法
文
化
史
の
立
場
か
ら
怨
霊
思
想
の
研
究
に
従
事
し
、
こ
れ
ま
で
平

安
時
代
初
頭
を
中
心
に
怨
霊
思
想
の
前
史
・
影
響
に
対
す
る
考
察
を

行
っ
て
き
た
。
怨
霊
と
怨
霊
思
想
は
古
代
か
ら
近
代
初
頭
に
至
る
ま

で
日
本
の
社
会
生
活
お
よ
び
精
神
文
化
に
影
響
を
与
え
続
け
て
き
た

が
、
本
書
は
著
者
の
研
究
成
果
を
京
都
・
奈
良
の
社
寺
史
跡
案
内
の

体
裁
に
応
用
し
て
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
初
め
に
そ
の
構
成
を
示

し
て
お
く
。

序
］
　
洛
中
篇
（
一
）

　
は
じ
め
に
／
神
泉
苑
／
東
寺
（
教
王
護
国
寺
）
／
鉄
輪
井

　
戸
／
下
御
霊
神
社
／
白
峰
神
社
／
竹
林
寺

二
　
洛
中
篇
（
二
）

　
祇
園
御
旅
所
、
官
者
社
／
本
能
寺
／
一
条
戻
橋
／
壬
生
寺
／

　
籠
の
森
堆
／
宝
鏡
寺

三
　
洛
中
篇
（
三
）

　
頂
法
寺
（
六
角
堂
）
／
御
所
八
幡
宮
／
盧
山
寺
／
護
王
神

　
社
／
鬼
殿
堆
／
西
、
東
本
願
寺

四
　
南
都
篇
（
一
）

　
は
じ
め
に
／
秋
篠
寺
　
附
八
所
御
霊
神
社
／
法
隆
寺
／
長
屋

　
王
邸
跡

五
　
南
都
篇
（
二
）

　
新
薬
師
寺
　
附
鏡
神
社
／
元
興
寺
　
附
奈
良
町
諸
社
寺
／
霊

　
安
寺

六
　
乙
訓
篇
（
一
）

　
は
じ
め
に
／
長
岡
宮
跡
／
向
日
神
社
／
大
原
野
／
乙
訓
寺
水

　
無
瀬
神
宮
／
長
岡
天
神
／
光
明
寺

　
世
に
天
神
信
仰
・
御
霊
信
仰
に
関
係
す
る
社
寺
史
跡
の
類
は
多
く
、

そ
の
信
仰
お
よ
び
歴
史
的
背
景
の
研
究
も
汗
牛
充
棟
で
あ
る
。
ま
た

古
都
の
名
所
旧
跡
案
内
に
至
っ
て
は
そ
の
限
り
を
尽
く
す
こ
と
も
難

し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
本
書
の
よ
う
に
、
個
々
に
所
縁
の
あ
る

「
土
地
」
に
視
座
を
据
え
て
怨
霊
を
考
察
す
る
性
質
の
著
作
は
珍
し
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い
。
本
書
は
、
古
人
が
「
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
催
れ
て
い
た
か
、
そ

れ
を
現
地
に
立
っ
て
確
か
め
よ
う
」
と
す
る
著
者
の
現
場
主
義
的
な

姿
勢
の
上
に
成
立
し
た
意
欲
作
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
政
教
分
離
」
の
進
ん
だ
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、

怨
霊
と
い
う
存
在
は
宗
教
・
民
俗
の
領
域
に
限
定
し
て
捉
え
ら
れ
が

ち
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
近
代
社
会
で
は
怨
霊
は
秩
序
全
体

を
揺
る
が
す
脅
威
と
認
識
さ
れ
、
怨
霊
鎮
魂
の
祭
り
は
国
家
的
・
社

会
的
単
位
で
行
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
怨
霊
の
発

生
を
政
治
的
要
因
－
政
争
の
敗
者
の
霊
が
怨
霊
化
す
る
ー
に
求

め
、
そ
の
崇
り
を
各
種
の
天
災
・
人
災
の
原
因
と
す
る
思
考
様
式
か

ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
著
名
な
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
よ
う
。
早
良
親
王
の
怨
霊
は
桓

武
天
皇
の
治
世
を
揺
る
が
し
、
長
岡
京
を
放
棄
し
て
平
安
京
に
遷
都

せ
し
め
る
主
因
を
作
っ
た
。
貞
観
五
年
（
八
六
三
）
に
朝
廷
が
初
め

て
主
催
し
た
御
霊
会
は
早
良
を
筆
頭
と
す
る
六
人
の
政
争
の
敗
者
た

ち
を
祀
り
、
京
都
市
民
の
生
活
の
平
安
を
祈
念
す
る
祇
園
祭
の
起
源

に
な
っ
た
。
菅
原
道
真
の
怨
霊
は
天
変
地
異
や
平
将
門
の
乱
と
結
び

つ
け
ら
れ
、
摂
関
期
に
お
け
る
貴
族
社
会
の
暗
闘
は
、
皇
位
や
摂
関

の
座
を
脅
か
す
数
々
の
怨
霊
を
生
む
温
床
と
な
っ
た
。
十
二
世
紀
半

ば
の
保
元
の
乱
は
「
武
者
の
世
」
の
到
来
を
強
く
印
象
づ
け
た
事
変

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
に
復
活
す
る
ま
で
死
刑
執
行
が
三
百
年
以
上

も
停
止
さ
れ
て
い
た
事
情
に
も
、
怨
霊
に
対
す
る
畏
怖
が
働
い
て
い

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
利
光
三
津
夫
「
平
安
時
代
に
お
け
る
死
刑

停
止
」
、
『
律
令
制
と
そ
の
周
辺
』
所
収
、
慶
磨
義
塾
大
学
法
学
研
究

会
、
一
九
六
二
）
。
ま
た
、
こ
の
乱
の
敗
者
で
あ
る
崇
徳
院
の
怨
霊

は
、
源
平
争
乱
や
公
武
交
代
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、

遠
く
幕
末
維
新
の
動
乱
に
ま
で
そ
の
余
波
を
及
ぽ
し
て
い
る
（
山
田

雄
司
『
崇
徳
院
怨
霊
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
一
、
同
「
崇

徳
天
皇
神
霊
の
還
遷
」
、
大
濱
徹
也
編
『
近
代
日
本
の
歴
史
的
位
相
』

所
収
、
刀
水
書
房
、
一
九
九
九
）
。

　
か
よ
う
な
怨
霊
に
対
処
す
る
儀
礼
の
シ
ス
テ
ム
は
、
平
安
時
代
以

降
の
統
治
構
造
の
中
に
組
み
込
ま
れ
、
精
緻
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ

れ
は
秩
序
安
定
を
は
か
る
為
政
者
と
し
て
の
責
務
に
基
づ
く
ば
か
り

で
な
く
、
社
会
の
中
核
と
な
る
王
権
の
「
聖
性
」
を
確
保
す
る
た
め

に
も
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
（
伊
藤
喜
良
「
王
権
を
め
ぐ
る
臓
れ
・

恐
怖
・
差
別
」
『
岩
波
講
座
・
天
皇
と
王
権
を
考
え
る
　
七
・
ジ
ェ

ン
ダ
ー
と
差
別
』
所
収
、
山
下
克
明
「
災
害
・
怪
異
と
天
皇
」
『
岩

波
講
座
・
天
皇
と
王
権
を
考
え
る
　
八
・
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
身
体
』

所
収
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
）
。
地
域
的
な
視
点
か
ら
社
会
と
怨

霊
と
の
関
係
を
論
じ
る
本
書
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
念
頭
に
置
い

て
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
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二
、
洛
中
篇
（
一
）

　
洛
中
篇
で
は
、
旧
平
安
京
域
と
そ
の
周
辺
の
怨
霊
史
跡
を
取
り
上

げ
て
紹
介
し
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
洛
中
」
の
呼
称
は
便
宜
的
な

も
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
平
安
時
代
以
降
の
京
域
拡
大
に
よ
っ
て
一
部

史
跡
の
位
置
が
京
外
か
ら
京
内
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
基
づ
い

て
お
り
、
南
都
篇
は
旧
平
城
京
域
と
斑
鳩
を
含
む
周
辺
部
、
乙
訓
篇

は
旧
長
岡
京
域
と
そ
の
周
辺
の
史
跡
を
扱
っ
て
い
る
。
以
下
、
各
篇

の
主
な
も
の
を
紹
介
し
て
い
こ
う
。

　
「
神
泉
苑
」
　
貞
観
五
年
、
最
初
の
御
霊
会
の
式
場
は
禁
苑
で
あ
る

同
地
で
行
わ
れ
た
。
著
者
は
そ
の
事
情
を
、
①
貞
観
年
問
の
疾
病
流

行
と
藤
原
良
房
の
権
勢
確
立
、
②
怨
霊
対
策
が
期
待
さ
れ
る
真
言
密

教
の
開
祖
・
空
海
と
の
所
縁
に
求
め
、
さ
ら
に
、
③
祀
ら
れ
た
霊
座

数
「
六
」
は
陰
数
の
筆
頭
に
合
わ
せ
た
も
の
で
「
怨
霊
」
の
代
表
者

の
人
数
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
④
賀
茂
祭
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
、

⑤
六
柱
の
霊
に
直
系
の
子
孫
が
な
く
朝
廷
が
そ
の
祭
り
を
代
行
す
る

意
義
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

　
「
鉄
輪
井
戸
」
　
こ
こ
は
謡
曲
「
鉄
輪
（
か
な
わ
）
」
に
所
縁
を
持

つ
「
丑
の
刻
参
り
の
女
」
の
身
投
げ
の
井
戸
と
さ
れ
、
江
戸
時
代
に

は
死
刑
囚
の
市
中
引
廻
し
の
終
着
点
で
あ
っ
た
。
「
丑
の
刻
参
り
」

は
律
で
重
罪
と
さ
れ
た
「
厭
魅
」
　
　
呪
認
行
為
　
　
に
結
び
つ
く

も
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
①
「
鉄
輪
」
の
主
題
が
修
羅
（
地
獄
）
道

に
落
ち
た
者
へ
の
鎮
魂
に
あ
る
こ
と
、
②
能
の
発
生
に
秦
氏
　
　
大

陸
の
怨
霊
思
想
の
媒
介
者
と
さ
れ
る
　
　
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
、

③
芸
能
に
は
本
来
神
仏
に
供
え
る
た
め
の
も
の
が
俗
人
対
象
の
も
の

に
変
化
し
た
例
が
多
い
こ
と
な
ど
、
怨
霊
思
想
と
芸
能
の
関
係
を
述

べ
る
。

　
「
下
御
霊
神
社
」
　
創
建
当
初
の
同
社
は
京
外
に
あ
っ
た
が
、
天
正

以
降
に
御
所
付
近
の
現
在
地
に
遷
座
し
た
。
鎮
疫
・
除
災
を
期
待
す

る
怨
霊
観
の
変
化
を
反
映
す
る
こ
と
と
同
時
に
、
皇
統
中
興
の
祖
・

桓
武
天
皇
に
近
い
霊
を
祀
っ
て
い
る
こ
と
を
著
者
は
指
摘
し
、
あ
わ

せ
て
、
祇
園
祭
の
剣
鉾
・
山
鉾
の
原
型
が
同
社
祭
礼
に
存
在
す
る
こ

と
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、
江
戸
幕
府
と
対
立
し
て
こ
こ
に
願
文
を
捧

げ
た
霊
元
院
が
そ
の
遺
志
に
よ
り
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
、

「
江
戸
初
期
に
お
い
て
怨
霊
思
想
が
ど
の
よ
う
な
側
面
を
持
っ
て
い

た
か
を
物
語
る
」
と
結
ぶ
。

　
「
白
峰
神
宮
」
　
崇
徳
院
を
祀
る
神
社
で
あ
る
。
保
元
の
乱
後
、
配

所
の
讃
岐
で
没
し
た
院
の
山
陵
は
同
地
の
自
峰
に
営
ま
れ
、
そ
の
霊

が
祀
ら
れ
た
の
が
白
峰
神
社
で
あ
っ
た
。
幕
末
、
院
を
追
念
し
た
孝

明
天
皇
が
御
霊
の
還
遷
を
図
り
、
明
治
天
皇
の
慶
鷹
四
年
（
一
八
六

八
）
九
月
、
京
都
に
も
白
峰
神
社
が
造
営
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
神
霊
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の
奉
迎
式
は
天
皇
の
即
位
礼
の
前
日
に
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
こ
の
五

年
後
に
は
、
奈
良
朝
末
期
の
恵
美
押
勝
の
乱
に
坐
し
て
配
所
の
淡
路

に
没
し
た
淳
仁
天
皇
が
合
祀
さ
れ
る
。
著
者
は
そ
の
背
景
に
維
新
・

倒
幕
の
時
局
を
背
景
に
し
た
朝
廷
の
意
図
を
推
測
す
る
が
、
前
後
の

状
況
を
検
討
す
る
と
次
の
事
実
も
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
①
讃

岐
の
白
峰
神
社
で
院
の
御
霊
の
奉
迎
式
が
行
わ
れ
た
八
月
は
官
軍
が

会
津
若
松
城
を
包
囲
中
で
、
祝
詞
に
も
「
賊
徒
」
鎮
圧
の
祈
願
が
込

め
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
②
神
霊
が
京
都
白
峰
神
社
に
落
ち
着
い
た
日

が
明
治
改
元
の
二
日
前
で
あ
っ
た
こ
と
（
以
上
、
山
田
雄
司
「
崇
徳

天
皇
神
霊
の
還
遷
」
）
。
著
者
の
見
解
の
補
強
材
料
に
な
ろ
う
。
ま
た

著
者
は
、
非
業
の
最
期
を
遂
げ
た
淳
仁
天
皇
に
怨
霊
伝
説
が
生
ま
れ

て
い
な
い
こ
と
に
も
着
目
し
て
、
淳
仁
が
没
し
た
時
期
（
七
六
〇
年

代
）
に
は
朝
廷
に
怨
霊
思
想
は
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
証
左

と
し
て
い
る
。

三
、
洛
中
篇
（
二
）

　
「
本
能
寺
」
　
織
田
信
長
は
無
念
の
死
を
遂
げ
た
が
怨
霊
に
な
っ
て

は
い
な
い
。
一
方
秀
吉
に
敗
死
し
た
明
智
光
秀
は
福
知
山
の
御
霊
神

社
の
祭
神
と
な
っ
て
い
る
。
著
者
は
こ
こ
で
両
者
の
直
系
の
子
孫
の

有
無
に
着
目
し
、
子
孫
の
祭
祀
を
受
け
ら
れ
ぬ
霊
の
怨
霊
化
の
問
題

を
検
討
す
る
。

　
』
条
戻
橋
」
　
三
善
清
行
の
蘇
生
・
安
倍
晴
明
の
式
神
・
渡
辺
綱

と
鬼
な
ど
の
伝
説
で
知
ら
れ
る
こ
の
橋
は
、
江
戸
時
代
で
は
罪
人
の

市
中
引
廻
し
の
経
路
に
当
た
っ
て
い
た
。
近
く
に
は
晴
明
神
社
が
あ

り
、
架
け
替
え
前
の
古
い
橋
は
こ
こ
に
移
築
さ
れ
て
い
る
。
晴
明
が

陰
陽
道
の
大
家
で
あ
る
こ
と
は
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
が
、
著
者
は

陰
陽
道
と
怨
霊
思
想
の
関
係
に
関
心
を
寄
せ
、
怨
霊
よ
り
も
生
霊
と

の
対
決
を
得
意
と
し
て
い
た
と
さ
れ
る
晴
明
伝
説
の
中
に
、
怨
霊
思

想
の
進
化
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
「
宝
鏡
寺
」
　
後
水
尾
天
皇
の
皇
女
が
剃
髪
入
寺
し
て
以
来
の
尼
門

跡
寺
院
で
あ
り
、
「
人
形
寺
」
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
門
跡
寺

院
の
起
源
に
、
皇
族
の
「
拡
大
再
生
産
」
予
防
対
策
が
あ
る
こ
と
に

着
目
し
た
著
者
は
、
「
子
消
」
を
語
源
と
す
る
東
北
の
「
こ
け
し
」

に
水
子
供
養
の
含
意
が
あ
る
こ
と
と
「
人
形
寺
」
を
関
係
づ
け
、

「
怨
霊
に
す
ら
な
れ
な
か
っ
た
者
達
の
恨
み
」
に
言
及
す
る
。

四
、
洛
中
篇
（
三
）

　
「
頂
法
寺
（
六
角
堂
）
」
　
聖
徳
太
子
が
四
天
王
寺
の
余
材
で
建
立

し
た
小
堂
に
始
ま
る
。
こ
の
寺
の
性
格
を
「
聖
徳
太
子
が
拝
ん
で
い

た
寺
」
か
ら
「
聖
徳
太
子
を
拝
む
寺
」
へ
の
転
換
と
理
解
す
る
著
者

は
、
そ
の
転
換
に
怨
霊
思
想
の
関
与
を
指
摘
し
、
秦
氏
の
関
与
を
想

定
す
る
。
「
祀
る
神
」
が
「
祀
ら
れ
る
神
」
に
転
化
す
る
こ
と
と
同
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様
に
、
「
太
子
が
怨
霊
を
恐
れ
て
い
た
」
が
「
太
子
の
怨
霊
は
恐
ろ

し
い
」
へ
と
変
化
し
た
と
著
者
は
述
べ
る
。

　
「
御
所
八
幡
宮
」
　
こ
こ
で
は
、
武
神
で
あ
る
八
幡
神
と
怨
霊
と
の

関
係
を
論
じ
る
。
八
幡
神
は
大
陸
伝
来
の
鉄
の
神
で
あ
り
、
こ
れ
を

祀
っ
た
の
が
秦
氏
を
始
め
と
す
る
渡
来
系
氏
族
で
あ
っ
た
。
ま
た
八

幡
神
は
山
岳
系
の
雑
密
を
介
し
て
呪
法
と
も
結
び
つ
く
。
こ
の
よ
う

な
と
こ
ろ
か
ら
八
幡
神
と
怨
霊
と
の
間
に
関
係
が
生
じ
、
①
怨
霊
が

武
神
の
性
格
を
持
つ
、
②
八
幡
神
に
怨
霊
封
じ
の
神
徳
が
加
わ
る
、

二
つ
の
特
質
が
認
め
ら
れ
る
と
著
者
は
述
べ
る
。

　
「
盧
山
寺
」
　
紫
式
部
邸
跡
と
さ
れ
る
同
地
に
は
怨
霊
伝
承
は
な
い

が
、
こ
こ
で
は
『
源
氏
物
語
』
に
見
ら
れ
る
怨
霊
思
想
の
影
響
を
述

べ
て
い
る
。
著
者
は
、
注
目
す
べ
き
事
柄
と
し
て
、
①
失
意
の
光
源

氏
の
須
磨
下
向
が
朱
雀
院
周
辺
に
起
こ
っ
た
不
幸
の
要
因
に
な
っ
た

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
六
条
の
御
息
所
の
生
霊
の
崇
り
は
怨
霊
思

想
の
進
化
形
と
評
価
で
き
る
こ
と
、
③
御
息
所
の
衣
服
に
護
摩
修
法

の
煙
の
匂
い
が
染
み
付
い
て
い
る
場
面
は
僧
侶
に
怨
霊
対
策
を
依
頼

す
る
こ
と
が
一
般
的
だ
っ
た
事
情
の
証
左
で
あ
る
こ
と
の
三
点
を
挙

げ
る
。

　
「
西
、
東
本
願
寺
」
　
こ
こ
に
は
怨
霊
伝
承
は
な
い
。
著
者
は
念
仏

に
よ
る
「
怨
霊
往
生
」
を
標
榜
す
る
浄
土
教
系
の
宗
派
が
怨
霊
に
対

す
る
「
安
全
弁
」
の
役
割
を
果
た
し
う
る
こ
と
を
述
べ
る
。

五
、
南
都
篇
（
一
）

　
「
秋
篠
寺
　
附
八
所
御
霊
神
社
」
　
光
仁
朝
の
末
（
七
八
○
）
に
創

建
さ
れ
た
同
寺
は
、
天
皇
の
勅
願
に
よ
る
創
建
で
あ
っ
た
。
著
者
は

「
秋
篠
」
の
地
名
を
、
平
城
京
を
挟
ん
で
位
置
す
る
「
春
目
」
と
対

比
さ
せ
（
「
春
」
は
「
東
」
、
「
秋
」
は
「
西
」
に
通
じ
る
）
、
「
武
」

を
用
い
る
べ
き
西
方
の
土
地
・
秋
篠
に
同
寺
を
建
立
し
た
意
図
を
怨

霊
対
策
に
求
め
て
い
る
。
本
尊
は
薬
師
如
来
。
薬
師
の
配
下
に
は
仏

法
守
護
の
武
装
集
団
－
十
二
神
将
や
天
龍
八
部
衆
　
　
が
含
ま
れ

て
お
り
、
中
世
に
は
こ
れ
に
「
闘
う
仏
」
・
太
元
帥
明
王
が
加
え
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
光
仁
の
皇
后
・
井
上
内
親
王
は
所
生
の
他
戸
皇
子

と
共
に
粛
清
さ
れ
、
門
前
の
八
所
御
霊
神
社
の
祭
神
に
加
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
と
す
る
。

　
「
法
隆
寺
」
　
著
者
が
そ
れ
ま
で
に
も
繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
る
こ

と
は
、
怨
霊
を
考
え
る
上
で
は
、
「
誰
が
崇
っ
た
か
」
と
い
う
こ
と

よ
り
も
、
む
し
ろ
「
誰
が
崇
ら
れ
た
か
」
「
誰
が
悩
ん
で
い
た
か
」

こ
と
の
方
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法

隆
寺
の
性
格
を
「
聖
徳
太
子
の
怨
霊
鎮
魂
」
に
求
め
る
こ
と
に
対
し

て
は
否
定
的
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

　
「
長
屋
王
邸
跡
」
　
聖
武
天
皇
の
神
亀
六
年
（
七
二
九
）
に
起
き
た

「
長
屋
王
の
変
」
は
、
光
明
皇
后
擁
立
を
企
て
た
藤
原
氏
に
よ
る
有
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力
皇
族
粛
清
劇
で
あ
っ
た
。
そ
の
数
年
後
に
猛
威
を
振
る
っ
た
天
然

痘
は
王
の
政
敵
た
ち
の
生
命
を
奪
い
、
飢
饅
と
地
震
は
朝
廷
を
揺
る

が
し
た
。
し
か
し
史
料
を
徴
す
る
限
り
、
天
皇
・
貴
族
た
ち
の
心
を

「
長
屋
王
の
怨
霊
」
が
悩
ま
せ
て
い
た
形
跡
は
確
認
で
き
な
い
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
王
の
自
殺
の
舞
台
と
な
っ
た
旧
邸
は
皇
后
宮
職
に
接
収

さ
れ
た
可
能
性
す
ら
考
え
ら
れ
て
お
り
、
聖
武
・
光
明
の
意
識
は
後

世
と
は
隔
た
り
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
八
世
紀
前
半

に
は
怨
霊
思
想
の
宮
廷
へ
の
浸
透
は
認
め
が
た
い
、
と
著
者
は
述
べ

る
。

六
、
南
都
篇
（
二
）

　
「
新
薬
師
寺
　
附
鏡
神
社
」
　
鏡
神
社
は
新
薬
師
寺
の
鎮
守
社
で
あ

り
、
藤
原
広
嗣
を
祭
神
と
す
る
こ
と
か
ら
、
叙
述
の
中
心
は
こ
ち
ら

に
置
か
れ
て
い
る
。
光
明
皇
后
の
甥
・
広
嗣
は
、
天
平
十
二
年
（
七

四
〇
）
に
君
側
の
妊
・
僧
玄
肪
と
吉
備
真
備
を
除
く
と
称
し
て
九
州

で
挙
兵
、
討
滅
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
後
玄
肪
が
九
州
に
左
遷
さ
れ

る
と
、
彼
の
霊
が
現
れ
て
取
り
殺
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

典
拠
と
な
る
文
献
の
成
立
時
期
は
怨
霊
思
想
の
確
立
後
に
な
る
が
、

西
日
本
に
は
八
世
紀
半
ば
か
ら
怨
霊
畏
怖
の
意
識
が
存
在
し
た
こ
と

が
窺
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
著
者
は
「
怨
霊
思
想
が
宮
中
に
入
り
込
む

直
前
の
過
渡
期
的
存
在
」
と
広
嗣
を
位
置
づ
け
て
い
る
。

　
「
元
興
寺
　
附
奈
良
町
諸
寺
」
　
現
在
の
元
興
寺
は
往
時
の
ご
く
一

隅
に
過
ぎ
な
い
。
現
在
、
塔
跡
に
は
御
霊
神
社
（
祭
神
は
井
上
内
親

王
・
他
戸
皇
子
・
早
良
親
王
等
）
、
付
近
に
は
崇
道
天
皇
社
が
あ
る
。

こ
の
両
社
は
前
項
の
鏡
神
社
か
ら
真
西
に
位
置
し
て
お
り
、
三
社
を

結
ぶ
線
は
平
安
以
降
門
前
町
と
な
っ
た
奈
良
市
街
ー
旧
平
城
京
外

京
　
　
の
南
端
を
画
し
て
い
る
。
著
者
は
こ
れ
を
、
「
奈
良
を
怨
霊

の
侵
入
か
ら
守
る
た
め
の
防
衛
線
」
と
考
え
る
。
何
に
対
す
る
備
え

か
。
注
目
す
べ
き
は
こ
の
線
の
南
方
数
キ
ロ
に
位
置
す
る
八
島
陵
で

あ
る
。
こ
の
陵
墓
は
淡
路
で
憤
死
し
た
崇
道
天
皇
こ
と
早
良
親
王
の

遺
骨
の
改
葬
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
著
者
は
指
摘
す
る
。

　
「
霊
安
寺
」
　
五
条
市
内
に
は
旧
寺
跡
周
辺
を
は
じ
め
御
霊
神
社
が

二
十
数
社
存
在
す
る
が
、
当
地
で
御
霊
の
中
心
に
位
置
す
る
の
は
光

仁
天
皇
の
皇
后
で
あ
っ
た
井
上
内
親
王
で
あ
る
。
彼
女
は
所
生
の
他

戸
皇
子
共
々
、
山
部
親
王
（
桓
武
天
皇
）
擁
立
を
策
し
た
藤
原
氏
の

陰
謀
の
犠
牲
と
な
り
、
こ
の
地
に
葬
ら
れ
た
。
国
史
の
記
事
か
ら
入

念
な
供
養
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
著
者
は
、
宮

中
に
怨
霊
思
想
が
持
ち
込
ま
れ
た
の
は
こ
の
頃
か
ら
で
、
桓
武
の
生

母
・
高
野
新
笠
を
そ
の
張
本
人
と
推
定
す
る
。
彼
女
は
百
済
王
家
の

血
筋
を
引
き
1
人
7
上
天
皇
の
「
韓
国
と
の
ゆ
か
り
」
発
言
は
こ
の

事
実
に
基
づ
く
1
大
陸
伝
来
の
怨
霊
思
想
に
親
近
性
の
強
い
人
物

で
あ
る
。
ま
た
、
長
岡
・
平
安
遷
都
事
業
で
も
秦
氏
な
ど
渡
来
系
と
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の
関
係
の
深
さ
が
再
三
指
摘
さ
れ
る
桓
武
天
皇
に
は
、
百
済
王
氏
出

身
の
后
妃
が
頗
る
多
い
。
「
怨
霊
思
想
が
宮
中
に
入
り
込
む
直
前
の

過
渡
期
的
存
在
」
と
藤
原
広
嗣
を
評
価
す
る
著
者
の
見
解
に
従
え
ば
、

怨
霊
思
想
が
宮
中
に
入
り
込
む
契
機
に
な
っ
た
の
か
井
上
・
他
戸
母

子
の
粛
清
、
こ
の
思
想
を
宮
中
に
直
接
持
ち
込
ん
だ
の
が
高
野
新
笠

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
但
し
、
神
泉
苑
御
霊
会
で
は
井
上
・
他
戸

が
祀
り
の
対
象
か
ら
省
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
怨
霊
思
想
を
考
え

る
上
で
は
、
早
良
親
王
を
最
も
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
著
者
は
言
う
。

　
そ
の
早
良
親
王
の
悲
劇
の
舞
台
と
な
っ
た
の
が
長
岡
京
で
あ
り
、

著
者
は
本
書
の
最
終
篇
を
こ
の
地
の
史
跡
に
充
て
て
い
る
。

七
、
乙
訓
篇
（
一
）

　
「
長
岡
宮
跡
」
　
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
、
長
岡
京
の
建
造
中
に
起

き
た
造
長
岡
京
長
官
・
藤
原
種
継
暗
殺
事
件
は
、
そ
の
捜
査
過
程
で

新
都
造
営
の
批
判
勢
力
を
災
り
出
し
、
皇
太
弟
・
早
良
親
王
に
黒
幕

の
嫌
疑
が
か
か
っ
た
。
桓
武
天
皇
は
新
た
に
実
子
の
安
殿
親
王
（
平

城
天
皇
）
を
皇
太
子
に
立
て
、
早
良
を
淡
路
国
に
配
流
す
る
が
、
彼

は
無
実
を
訴
え
て
憤
死
、
以
後
、
長
岡
京
は
淀
川
の
洪
水
や
疫
病
の

流
行
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
早
良
の
怨
霊
を
畏
怖
し
た
桓
武

は
長
岡
京
を
十
年
で
放
棄
し
、
平
安
京
に
遷
都
す
る
。
し
た
が
っ
て

平
安
京
は
、
そ
の
当
初
か
ら
怨
霊
を
意
識
し
て
建
造
さ
れ
た
都
と
、
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
向
日
神
社
」
　
長
岡
遷
都
以
前
か
ら
存
在
し
、
火
雷
神
を
祀
る
同

社
は
、
付
近
に
勢
力
を
張
る
秦
氏
と
関
係
を
持
つ
。
雷
信
仰
は
古
代

朝
鮮
半
島
に
お
い
て
盛
ん
で
あ
り
、
秦
氏
は
半
島
系
と
目
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
火
雷
神
は
御
霊
神
社

に
も
祀
ら
れ
る
こ
と
か
ら
怨
霊
と
の
結
び
つ
き
が
知
ら
れ
る
。
著
者

は
、
こ
の
関
係
は
早
良
親
王
を
祀
る
時
点
で
生
じ
た
も
の
で
、
井

ヒ
・
他
戸
段
階
で
の
霊
威
は
洪
水
に
留
ま
っ
て
い
た
と
す
る
。

　
「
水
無
瀬
神
宮
」
　
大
阪
府
三
島
郡
に
属
す
る
山
崎
・
水
無
瀬
の
地

は
地
勢
的
に
は
乙
訓
と
一
体
で
、
殊
に
水
無
瀬
は
、
当
地
の
景
勝
を

愛
し
た
後
鳥
羽
院
の
河
陽
離
宮
が
あ
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
承
久

の
変
の
後
隠
岐
に
流
さ
れ
た
院
が
延
応
元
年
（
二
一
三
九
）
に
没
す

る
と
朝
廷
は
「
顕
徳
院
」
の
誼
号
を
贈
る
が
、
北
條
泰
時
・
時
房
の

死
な
ど
京
・
鎌
倉
に
変
事
が
相
次
ぎ
、
院
の
怨
霊
の
践
魑
が
噂
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
（
田
中
聡
『
怨
霊
と
妖
怪
の
日
本
史
』
集
英
社
新

書
、
二
〇
〇
二
年
）
。
そ
の
故
地
に
院
の
霊
を
祀
る
た
め
に
営
ま
れ

た
の
が
こ
の
神
宮
の
起
源
で
あ
り
、
後
醍
醐
天
皇
は
こ
こ
に
倒
幕
の

祈
願
を
行
っ
て
い
る
。
著
者
は
京
都
下
御
弔
、
亜
神
社
と
霊
元
院
と
の
関

係
に
再
ひ
触
れ
た
後
、
「
御
霊
に
対
し
、
倒
幕
の
霊
験
も
期
待
さ
れ

て
い
た
」
と
述
べ
る
。

　
「
長
岡
天
神
」
　
長
岡
の
地
は
菅
原
氏
の
領
地
て
も
あ
っ
た
関
係
で
、
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こ
こ
に
は
道
真
を
祀
る
天
神
社
も
存
在
す
る
。
道
真
は
「
火
雷
天

神
」
と
し
て
祀
ら
れ
て
お
り
、
乙
訓
に
は
古
く
か
ら
雷
信
仰
が
あ
っ

た
。
菅
原
氏
と
雷
信
仰
が
乙
訓
の
地
を
媒
介
に
し
て
結
び
つ
く
こ
と

は
怨
霊
思
想
を
考
え
る
上
で
無
視
で
き
な
い
、
と
著
者
は
言
う
。
ま

た
、
桓
武
天
皇
が
即
位
後
に
行
っ
た
祭
天
儀
礼
（
郊
祀
）
で
祀
ら
れ

た
「
天
神
」
に
大
陸
的
性
格
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
対
比
し
て
、
著

者
は
そ
こ
に
一
大
文
化
変
革
の
表
れ
を
見
よ
う
と
す
る
。

　
「
光
明
寺
」
　
法
然
の
墓
所
を
擁
す
る
浄
土
宗
西
山
派
の
総
本
山
で

あ
る
。
著
者
は
怨
霊
思
想
と
念
仏
信
仰
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
念
仏

に
よ
っ
て
霊
の
極
楽
往
生
が
実
現
す
る
と
す
る
浄
土
教
は
怨
霊
思
想

に
大
き
な
転
機
を
も
た
ら
す
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
現
実
は
必
ず
し
も

そ
う
な
っ
て
は
い
な
い
、
と
述
べ
、
本
書
を
締
め
く
く
る
。

八
、

「
怨
霊
」
に
対
す
る
意
識

　
怨
霊
思
想
は
重
層
的
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
崇
り

神
」
や
「
死
者
の
霊
魂
」
の
災
い
に
対
す
る
恐
れ
と
い
う
古
代
の
神

霊
観
を
基
底
に
、
大
陸
か
ら
伝
来
し
た
「
怨
念
を
抱
い
た
死
者
の
霊

魂
」
や
「
子
孫
の
祀
り
の
絶
え
た
霊
魂
」
の
災
い
に
対
す
る
恐
れ
が

結
び
つ
い
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
国
家
・
社
会
の
安

寧
を
目
的
と
す
る
鎮
魂
・
除
災
儀
礼
や
、
そ
の
霊
威
が
も
た
ら
す
現

世
利
益
に
期
待
す
る
天
神
・
御
霊
信
仰
の
発
展
が
見
ら
れ
た
の
で
あ

る
。　
著
者
の
見
解
を
整
理
す
る
と
、
大
陸
的
怨
霊
観
が
古
代
日
本
社
会

に
受
け
入
れ
ら
れ
、
国
家
的
次
元
で
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で

に
左
記
の
よ
う
な
過
程
が
想
定
さ
れ
る
。

　
　
（
一
）
　
大
陸
的
怨
霊
観
を
持
つ
渡
来
人
の
定
住
化
（
秦
氏
な

　
　
　
ど
）

　
　
（
二
）
　
渡
来
人
に
接
触
し
た
一
部
知
識
層
に
対
す
る
影
響
（
聖

　
　
　
徳
太
子
な
ど
）

　
　
（
三
）
　
西
日
本
を
中
心
と
す
る
民
間
に
お
け
る
影
響
（
長
屋

　
　
　
王
・
藤
原
広
嗣
を
め
ぐ
る
伝
承
な
ど
）

　
　
（
四
）
　
光
仁
朝
に
お
け
る
大
陸
的
怨
霊
観
の
宮
中
進
出
（
井
上

　
　
　
皇
后
・
他
戸
皇
太
子
の
粛
清
／
高
野
新
笠
の
存
在
）

　
　
（
五
）
　
桓
武
朝
に
お
け
る
「
怨
霊
思
想
」
の
成
立
（
早
良
親
王

　
　
　
廃
太
子
↓
長
岡
京
の
災
厄
↓
平
安
京
遷
都
・
「
崇
道
天
皇
」

　
　
　
追
号
）

　
　
（
六
）
　
宮
廷
・
貴
族
社
会
へ
の
定
着
（
密
教
の
隆
盛
）

　
　
（
七
）
　
国
家
的
怨
霊
鎮
魂
儀
礼
の
挙
行
（
貞
観
御
霊
会
）

　
大
陸
的
怨
霊
観
自
体
は
古
く
か
ら
渡
来
系
氏
族
の
中
に
存
在
し
て

い
た
。
こ
れ
が
「
怨
霊
思
想
」
と
し
て
広
く
日
本
社
会
に
浸
透
す
る

に
は
一
定
の
条
件
が
必
要
で
、
そ
れ
が
宮
中
へ
の
進
出
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
受
容
史
的
に
は
（
四
）
か
ら
（
五
）
の
過
程
が
最
も
重
視
さ
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れ
よ
う
。

　
著
者
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
怨
霊
思
想
で
は
「
崇
る
側
の
事
情
」

で
は
な
く
て
「
崇
ら
れ
る
側
の
事
情
」
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
為
政
者
が
怨
霊
鎮
魂
の
必
要
性
を
意
識
す
る
の
は
、
社
会
や
周

辺
に
不
安
を
与
え
る
災
厄
に
見
舞
わ
れ
た
場
合
で
あ
り
、
そ
こ
で
意

識
さ
れ
る
霊
魂
は
、
政
争
の
敗
者
・
犠
牲
者
の
も
の
で
あ
っ
た
。
政

治
的
事
件
に
起
因
す
る
背
景
を
持
つ
「
怨
霊
畏
怖
」
は
時
の
政
権
担

当
者
に
負
の
政
治
的
効
果
を
も
た
ら
す
。
こ
れ
は
桓
武
天
皇
が
長
岡

京
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
事
情
に
明
ら
か
で
あ
る
。

　
そ
の
一
方
で
、
「
崇
り
神
」
の
神
威
に
加
護
を
求
め
る
こ
と
と
同

様
に
、
「
怨
霊
鎮
魂
」
儀
礼
に
は
政
権
の
安
定
や
秩
序
の
回
復
に
正

の
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
そ
の
古
い
一
例
が
藤
原

良
房
政
権
に
よ
る
「
貞
観
（
神
泉
苑
）
御
霊
会
」
で
、
本
書
で
も
言

及
さ
れ
て
い
る
が
、
維
新
期
に
お
け
る
崇
徳
院
御
霊
の
京
都
還
遷

（
白
峰
神
宮
）
に
も
同
様
の
性
格
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
最
近
の
研
究

に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
（
山
田
雄
司
「
崇
徳
院
神
霊
の
還
遷
」
）
。

怨
霊
を
社
会
と
の
関
係
に
よ
っ
て
評
価
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
為
政

者
の
事
情
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
、
為
政
者
の
必
要
に
よ
っ
て
祀
ら
れ

る
存
在
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
付
言
す
れ
ば
、
「
怨
霊
鎮
魂
」
と
い
う
行
為
そ
れ
自
体
は
必

ず
し
も
祀
ら
れ
た
敗
者
の
名
誉
回
復
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

鎮
魂
の
祀
り
は
「
崇
り
」
を
回
避
し
霊
威
を
利
用
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
死
者
の
生
前
の
あ
り
方
を
評
価
す
る
性
質

の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

九
、
お
わ
り
に

　
本
書
は
、
怨
霊
お
よ
び
怨
霊
思
想
の
要
点
を
史
跡
案
内
の
体
裁
を

と
り
つ
つ
解
説
し
て
い
る
の
で
、
叙
述
は
具
体
的
か
つ
平
明
で
あ
る
。

著
者
の
宗
教
・
文
化
・
芸
能
に
関
す
る
知
識
の
広
さ
や
、
現
代
の
社

会
風
俗
に
ひ
き
つ
け
た
例
え
話
な
ど
読
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
精
神

も
認
め
ら
れ
、
専
門
外
の
読
者
に
も
取
り
付
き
や
す
い
内
容
で
あ
る
。

た
だ
、
豊
富
な
知
識
や
話
題
が
却
っ
て
煩
雑
で
散
漫
な
印
象
を
与
え

る
箇
所
や
、
や
や
興
味
本
位
に
流
れ
が
ち
な
表
現
が
散
見
さ
れ
た
の

は
惜
し
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
著
者
の
「
白
日
夢
」
を
紹
介
す

る
に
し
て
も
そ
の
狙
い
は
明
確
に
し
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
し
、
各

史
跡
の
解
説
文
に
は
小
見
出
し
を
つ
け
る
な
ど
、
叙
述
の
整
理
に
も

う
ひ
と
工
夫
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

各
史
跡
案
内
に
分
散
し
て
表
れ
て
い
る
著
者
の
所
見
を
纏
め
る
一
章

が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
は
点
晴
を
欠
く
憾
み
を
覚
え
る
。
よ

り
系
統
立
っ
た
理
解
を
深
め
る
助
け
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
と
は
い
え
、
「
史
跡
」
と
い
う
個
別
具
体
的
な
対
象
か
ら
出
発
し

て
抽
象
的
な
思
想
・
観
念
の
把
握
を
試
み
る
本
書
の
意
図
は
諒
と
す
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べ
き
で
あ
ろ
う
。
続
編
を
期
待
し
た
い
。

　
　
（
敬
文
堂
・
二
〇
〇
一
年
・
A
5
版
・

四
五
頁
・
二
千
円
）

　
　
加
藤
　
順
一
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